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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】多様な用途に対応することができる側面発光の
光ファイバを提供する。
【解決手段】光ファイバ１０は、コア１１１を有し且つ
接合部を有さない。光ファイバは、コアの外側を覆うよ
うに設けられた側面発光機能層１１２を有する。側面発
光機能層は、側面発光のための光散乱因子又は発光因子
を含む第１機能層部分１１２ａと、第１機能層部分が含
む光散乱因子又は発光因子を含まず且つ側面発光のため
の蓄光因子を含む第２機能層部分１１２ｂとを有する。
【選択図】図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアを有し且つ接合部を有さない光ファイバであって、
　前記コアの外側を覆うように設けられた側面発光機能層を有し、
　前記側面発光機能層は、側面発光のための光散乱因子又は発光因子を含む第１機能層部
分と、前記第１機能層部分が含む前記光散乱因子又は発光因子を含まず且つ側面発光のた
めの蓄光因子を含む第２機能層部分とを有する光ファイバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明等に用いられる側面発光する光ファイバが知られている。例えば、特許文献１には
、コア及びクラッドが光散乱物質を含む側面発光型光ファイバが開示されている。特許文
献２には、コアの外側を覆うように、クラッド、光散乱物質を含む散乱層、及び発光体層
が順に設けられた光拡散性ファイバが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５３４１３９１号公報
【特許文献２】特表２０１５－５１０６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、多様な用途に対応することができる側面発光の光ファイバを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、コアを有し且つ接合部を有さない光ファイバであって、前記コアの外側を覆
うように設けられた側面発光機能層を有し、前記側面発光機能層は、側面発光のための光
散乱因子又は発光因子を含む第１機能層部分と、前記第１機能層部分が含む前記光散乱因
子又は発光因子を含まず且つ側面発光のための蓄光因子を含む第２機能層部分とを有する
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明は、コアの外側を覆うように設けられた側面発光機能層が、側面発光のための機
能性因子を含む第１機能層部分と、それを含まない第２機能層部分とを有するので、第１
機能層部分の側面発光位置を自在に設定することができ、そのため多様な用途に対応する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】実施形態１に係る光ファイバの斜視図である。
【図１Ｂ】実施形態１に係る光ファイバの内部構造を示した斜視図である。
【図１Ｃ】実施形態１に係る光ファイバの縦断面図である。
【図２Ａ】実施形態１に係る光ファイバの製造方法の第１説明図である。
【図２Ｂ】実施形態１に係る光ファイバの製造方法の第２説明図である。
【図３Ａ】実施形態１に係る光ファイバの第１変形例の縦断面図である。
【図３Ｂ】図３ＡにおけるIIIB-IIIB断面図である。
【図４】実施形態１に係る光ファイバの第２変形例の内部構造を示した斜視図である。
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【図５】実施形態２に係る光ファイバの内部構造を示した斜視図である。
【図６Ａ】実施形態２に係る光ファイバの製造方法の第１説明図である。
【図６Ｂ】実施形態２に係る光ファイバの製造方法の第２説明図である。
【図７】実施形態２に係る光ファイバの第１変形例の内部構造を示した斜視図である。
【図８Ａ】実施形態２に係る光ファイバの第２変形例の横断面図である。
【図８Ｂ】実施形態２に係る光ファイバの第３変形例の横断面図である。
【図８Ｃ】実施形態２に係る光ファイバの第４変形例の横断面図である。
【図９Ａ】実施形態３に係る光ファイバの斜視図である。
【図９Ｂ】実施形態３に係る光ファイバの縦断面図である。
【図１０】実施形態３に係る光ファイバの製造方法の説明図である。
【図１１】実施形態３に係る光ファイバの変形例の斜視図である。
【図１２】実施形態４に係る光ファイバの斜視図である。
【図１３】実施形態４に係る光ファイバの製造方法の説明図である。
【図１４】実施形態４に係る光ファイバの第１変形例の斜視図である。
【図１５Ａ】実施形態４に係る光ファイバの第２変形例の横断面図である。
【図１５Ｂ】実施形態４に係る光ファイバの第３変形例の横断面図である。
【図１５Ｃ】実施形態４に係る光ファイバの第４変形例の横断面図である。
【図１６Ａ】第１及び第２クラッド部分並びに第１及び第２被覆層部分が長さ方向に隣接
して配設されたその他の実施形態の第１の光ファイバの縦断面図である。
【図１６Ｂ】第１及び第２クラッド部分並びに第１及び第２被覆層部分が周方向に隣接し
て配設されたその他の実施形態の第１の光ファイバの横断面図である。
【図１７Ａ】第１及び第２クラッド部分並びに第１及び第２被覆層部分が長さ方向に隣接
して配設されたその他の実施形態の第２の光ファイバの縦断面図である。
【図１７Ｂ】第１及び第２クラッド部分並びに第１及び第２被覆層部分が周方向に隣接し
て配設されたその他の実施形態の第２の光ファイバの横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。
【０００９】
　（実施形態１）
　図１Ａ～Ｃは、実施形態１に係る光ファイバ１０を示す。実施形態１に係る光ファイバ
１０は、例えば、交差点の横断歩道等の注意喚起表示装置、駅ホームでの線路内転落防止
表示装置、階段などの注意喚起照明、地震災害時の避難誘導表示システム、植物工場等で
用いられる照明装置、光ファイバの側面発光を利用した空間光通信などに適用されるもの
である。
【００１０】
　実施形態１に係る光ファイバ１０は、光ファイバ素線１１と被覆層１２とを備える。実
施形態１に係る光ファイバ１０は、接合部を有さない連続ファイバである。光ファイバ素
線１１は、コア１１１及びクラッド１１２を有する。クラッド１１２は、コア１１１の外
側を覆うように設けられた側面発光機能層を構成する。クラッド１１２は、側面発光のた
めの機能性因子１３を含む第１クラッド部分１１２ａと、第１クラッド部分１１２ａが含
む機能性因子１３を含まない第２クラッド部分１１２ｂとを有する。
【００１１】
　以上の構成を有する実施形態１に係る光ファイバ１０によれば、コア１１１の外側を覆
うように設けられた側面発光機能層を構成するクラッド１１２が、側面発光のための機能
性因子１３を含む第１クラッド部分１１２ａと、それを含まない第２クラッド部分１１２
ｂとを有するので、第１クラッド部分１１２ａの側面発光位置を自在に設定することがで
き、そのため多様な用途に対応することができる。
【００１２】
　ここで、光ファイバ素線１１のコア１１１の形成材料としては、例えば、純粋石英、多
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成分ガラス、ゲルマニウムのような屈折率を高めるドーパントがドープされた石英などの
ガラス材料；アクリル系樹脂などのポリマー材料が挙げられる。コア１１１は、典型的に
は、断面形状が円形であり、その直径は例えば１０μｍ以上２０００μｍ以下である。な
お、コア１１１の断面形状は、三角形や矩形等の多角形であってもよい。
【００１３】
　光ファイバ素線１１のクラッド１１２は、コア１１１を被覆するように設けられている
。クラッド１１２の断面外郭形状は、典型的には円形であり、その直径、つまり、光ファ
イバ素線１１の外径は、例えば１００μｍ以上１００００μｍ以下である。なお、クラッ
ド１１２の断面外郭形状は、三角形や矩形等の多角形であってもよい。
【００１４】
　クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａは、コア１１１の全周を被覆する円筒部分
を構成しているとともに、長さ方向に間隔をおいて複数設けられている。クラッド１１２
の第２クラッド部分１１２ｂは、第１クラッド部分１１２ａ以外の部分を構成している。
したがって、クラッド１１２における第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂは、
長さ方向に交互に相互に隣接して配設されている。第１クラッド部分１１２ａの長さは、
例えば０．１ｍｍ以上１０００００ｍｍ以下であり、また、第１クラッド部分１１２ａ間
の間隔、つまり、第２クラッド部分１１２ｂの長さは、例えば０．１ｍｍ以上１００００
０ｍｍ以下である。なお、第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂの長さは、目的
により適宜設計されるので、その最大値は上記に限定されるものではない。また、この構
造は、第１クラッド部分１１２ａの長さ及び間隔がそれぞれ均一である周期的構造であっ
ても、第１クラッド部分１１２ａの長さ及び間隔のうちの少なくとも一方が不均一である
非周期的構造であっても、どちらでもよい。
【００１５】
　第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂの形成材料としては、例えば、多成分ガ
ラス、フッ素のような屈折率を低くするドーパントがドープされた石英などのガラス材料
；シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、フッ化ビニリデン系樹脂、フッ素系樹脂などのポ
リマー材料が挙げられる。第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂは、両者がガラ
ス材料で形成されていても、前者がガラス材料及び後者がポリマー材料でそれぞれ形成さ
れていても、両者がポリマー材料で形成されていても、いずれでもよい。なお、本出願に
おける「光ファイバ素線」は、ガラス材料のみで形成され、ポリマー材料で形成された部
分を有さないものも含む。また、第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂの屈折率
は、機能性因子１３による側面発光機能が高くなるように調整されている。
【００１６】
　機能性因子１３は、第１クラッド部分１１２ａに分散して含まれる。かかる機能性因子
１３としては、例えば、光散乱因子、発光因子、蓄光因子が挙げられる。
【００１７】
　光散乱因子としては、例えば、酸化チタン、酸化カルシウム、ガラス、セラミックスな
どの粉状の無機材料；アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂などの粉状の有機材料；金、銀
、銅、アルミニウムなどの粉状の金属材料；気泡；レーザ照射によって導入されるガラス
の構造欠陥等が挙げられる。光散乱因子の径は、例えば数ｎｍ以上１００μｍ以下である
。光散乱因子の濃度は、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａへの上記材料の分散
性、コア１１１を伝送する光の減衰量、光散乱因子による多重散乱効果等を考慮して適宜
設定される。なお、光の多重散乱効果は、散乱光のスペックル強度に影響を与えるので、
スペックル強度の調整には、光散乱因子の径及び濃度を選択して設定することが好ましい
。また、光散乱因子として、光反射性材料を分散することで、第１クラッド部分１１２ａ
を光反射構造とすることができる。
【００１８】
　発光因子としては、例えば、希土類元素が添加された無機材料、半導体量子ドット等の
粉状材料が挙げられる。具体的には、例えば、赤色蛍光体のＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋

（ＣＡＳＮ）、緑色蛍光体のＣａＳｃ２Ｏ４：Ｃｅ３＋（ＣＳＯ）、青色蛍光体の（Ｓｒ
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，Ｂａ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ２＋（ＳＢＣＡ）、黄色蛍光体のＹ３Ａｌ５Ｏ１

２：Ｃｅ３＋（ＹＡＧ）、半導体量子ドットのＣｄＳｅ、ＣｄＳｅＴｅ等が挙げられる。
発光因子は、励起光となる光ファイバ１０に入力する伝送光の波長及び発光波長を考慮し
て適宜選択される。発光因子の粒子径は、例えば数ｎｍ以上１００μｍ以下である。発光
因子の濃度は、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａへの分散性、コア１１１を伝
送する光の減衰量、発光因子の発光効率等を考慮して適宜設定される。
【００１９】
　蓄光因子としては、アルミン酸ストロンチウム（ＳｒＡｌ２Ｏ４）系、硫化亜鉛（Ｚｎ
Ｓ）系等の粉状材料が挙げられる。蓄光因子は、励起光となる光ファイバ１０に入力する
伝送光の波長及び燐光波長を考慮して適宜選択される。蓄光因子の粒子径は、例えば数ｎ
ｍ以上１００μｍ以下である。蓄光因子の濃度は、クラッド１１２の第１クラッド部分１
１２ａへの分散性、コア１１１を伝送する光の減衰量、蓄光因子の残高輝度や残光時間等
を考慮して適宜設定される。
【００２０】
　第１クラッド部分１１２ａは、これらの機能性因子１３のうちの１種又は２種以上を含
むことが好ましい。つまり、第１クラッド部分１１２ａは、１種又は２種以上の光散乱因
子、１種又は２種以上の発光因子、及び１種又は２種以上の蓄光因子のうちの少なくとも
１つを含むことが好ましい。
【００２１】
　実施形態１に係る光ファイバ１０において、コア１１１の入力端に光を入力すると、そ
の光は、長さ方向に伝送されると共に、コア１１１からクラッド１１２に抜け、クラッド
１１２の第１クラッド部分１１２ａにおいて、機能性因子１３と反応し、そして、それに
より側面発光が得られる。すなわち、コア１１１からの光が光散乱因子で散乱し、その散
乱光が側面発光として得られる。コア１１１からの光によって発光因子が励起状態とされ
、それが基底状態に戻る際に放出される光が側面発光として得られる。コア１１１からの
光を蓄光因子が蓄え、それを放出する燐光が側面発光として得られる。なお、コア１１１
からクラッド１１２に抜ける光の量は、それらの形成材料の屈折率で制御することができ
る。また、コア１１１に光を入力する光源としては、例えば、半導体レーザ（ＬＤ）、ガ
スレーザ、固体レーザ（波長変換方式の物も含む）、ファイバレーザ等が挙げられる。光
源が出力する光は、例えば、波長が２００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下である紫外光、可視
光、赤外光であることが好ましい。
【００２２】
　第２クラッド部分１１２ｂは、第１クラッド部分１１２ａが含む機能性因子１３とは異
なる側面発光のための機能性因子を含む構成であってもよい。例えば、第１クラッド部分
１１２ａが光散乱因子又は発光因子を含み、且つ第２クラッド部分１１２ｂが蓄光因子を
含んでいてもよい。この場合、光ファイバ１０に光を入力したときには、第１クラッド部
分１１２ａからの散乱光又は発光、及び第２クラッド部分１１２ｂからの燐光が側面発光
として得られる一方、光ファイバ１０への光の入力を遮断したときには、第１クラッド部
分１１２ａからの側面発光は停止されるものの、第２クラッド部分１１２ｂからの燐光に
よる側面発光だけが一定時間継続して得られる。また、第１及び第２クラッド部分１１２
ａ，１１２ｂを発光させるエネルギーは、コア１１１から同時並列に供給されるため、遅
延無く、高効率な並列発光動作が可能である。なお、クラッド１１２は、第１及び第２ク
ラッド部分１１２ａ，１１２ｂが含むのとは更に異なる側面発光のための機能性因子を含
む第３クラッド部分を有していてもよい。なお、これらのクラッド１１２の各部分におい
ては、同じ種類の機能性因子を粒子径や濃度を変えて含んでいてもよい。例えば、光の入
力端に近い側のクラッド１１２の部分では、伝送される光の強度が強いので、機能性因子
の濃度を低くして、側面発光の強度を抑える一方、光の入力端から遠い側のクラッド１１
２の部分では、伝送される光の強度が低くなるので、機能性因子の濃度を高くして、側面
発光の強度を高めるようにし、それにより長さ方向の側面発光の強度バランスをとるよう
にしてもよい。
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【００２３】
　一方、第２クラッド部分１１２ｂは、第１クラッド部分１１２ａが含む機能性因子１３
を含むあらゆる側面発光のための機能性因子を含まない構成であってもよい。光ファイバ
の全長に渡って機能性因子を含ませた場合、光ファイバの入力端から側面発光させたい部
分までの伝送距離が長いと、その部分に達するまでに伝送光のパワーが低下するため、使
用可能な光ファイバの長さに制約が生じる。しかしながら、このように第２クラッド部分
１１２ｂがあらゆる側面発光のための機能性因子を含んでいなければ、光ファイバ１１の
入力端から側面発光させたい第１クラッド部分１１２ａまでの伝送距離が長くても、機能
性因子を含まない第２クラッド部分１１２ｂにおける伝送光のパワーの低下を抑制するこ
とができ、したがって、使用可能な光ファイバ１０の長さの制約を解消することができる
。
【００２４】
　被覆層１２は、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａからの側面発光が透過可能
なポリマー材料で形成されていることが好ましく、その形成材料としては、例えば、シリ
コーン系樹脂、アクリル系樹脂、ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂などのポリマー材料が挙
げられる。被覆層１２は、単一層で構成されていても、複数層で構成されていても、どち
らでもよい。被覆層１２の断面外郭形状は、通常は円形であり、その直径、つまり、光フ
ァイバ１０の外径は、例えば２００μｍ以上３００００μｍ以下である。
【００２５】
　実施形態１に係る光ファイバ１０は、例えば、まず、光ファイバ素線１１を線引きし、
その光ファイバ素線１１の外周に、図２Ａに示すように、周方向に全周に渡って延びるコ
の字溝１１２ａ’を、長さ方向に間隔をおいて複数形成した後、図２Ｂに示すように、そ
れらのコの字溝１１２ａ’に第１クラッド部分１１２ａの形成材料を埋め込み、その上に
被覆層１２を設けることにより製造することができる。光ファイバ素線１１へのコの字溝
１１２ａ’の形成加工方法としては、例えば、レーザアブレーション加工、機械加工、エ
ッチング加工等が挙げられる。また、コの字溝１１２ａ’への第１クラッド部分１１２ａ
の形成材料の埋め込み加工としては、例えば、コの字溝１１２ａ’を形成した光ファイバ
素線１１を、機能性因子１３を含む液状の第１クラッド部分１１２ａの形成材料に浸漬し
て引き上げることによりコの字溝１１２ａ’に形成材料を充填し、ダイス等を通して余分
な形成材料を除去した後、加熱或いは光を照射してコの字溝１１２ａ’に充填した形成材
料を硬化させる加工等が挙げられる。
【００２６】
　なお、実施形態１に係る光ファイバ１０は、図３Ａ及びＢに示すように、被覆層１２の
周方向の一部分（図３Ａ及びＢでは半周部分）に、光反射性材料１５を分散させて含ませ
た構成であってもよい。このような構成によれば、クラッド１１２の第１クラッド部分１
１２ａからの光が光反射性材料１５に反射し、そのため被覆層１２の光反射性材料１５を
含ませていない部分のみから側面発光が得られるので、光反射性材料１５を含ませる部分
の設定により、側面発光の方向を制御することができる。光反射性材料１５としては、例
えば、金、銀、銅、アルミニウムなどの粉状の金属材料や酸化チタンなどの粉状のセラミ
ックス材料等が挙げられる。
【００２７】
　また、実施形態１に係る光ファイバ１０は、図４に示すように、所定長の単一の第１ク
ラッド部分１１２ａが設けられた構成であってもよい。
【００２８】
　（実施形態２）
　図５は、実施形態２に係る光ファイバ１０を示す。なお、実施形態１と同一構成及び名
称の部分は、実施形態１と同一符号を用いて示す。
【００２９】
　実施形態２に係る光ファイバ１０では、光ファイバ素線１１におけるクラッド１１２の
機能性因子１３を含む第１クラッド部分１１２ａが、コア１１１の外周の周方向の一部分
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（図５では半周部分）を被覆するように形成されているとともに、全長に渡って設けられ
ている。クラッド１１２の第２クラッド部分１１２ｂは、第１クラッド部分１１２ａ以外
の部分を構成している。したがって、クラッド１１２における第１及び第２クラッド部分
１１２ａ，１１２ｂは、周方向に隣接して配設されている。
【００３０】
　以上の構成を有する実施形態２に係る光ファイバ１０によれば、コア１１１の外側を覆
うように設けられた側面発光機能層を構成するクラッド１１２が、側面発光のための機能
性因子１３を含む第１クラッド部分１１２ａと、それを含まない第２クラッド部分１１２
ｂとを有するので、第１クラッド部分１１２ａの側面発光位置を自在に設定することがで
き、そのため多様な用途に対応することができる。
【００３１】
　実施形態２に係る光ファイバ１０は、例えば、まず、光ファイバ素線１１を線引きし、
図６Ａに示すように、その光ファイバ素線１１におけるクラッド１１２の周方向の一部分
を除去した後、図６Ｂに示すように、そのクラッド１１２の除去部分１１２ａ”に第１ク
ラッド部分１１２ａの形成材料を設け、その上に被覆層１２を設けることにより製造する
ことができる。クラッド１１２の除去加工方法としては、例えば、レーザアブレーション
加工、機械加工、エッチング加工等が挙げられる。また、クラッド１１２の除去部分１１
２ａ”に第１クラッド部分１１２ａの形成材料を設ける加工としては、例えば、クラッド
１１２の一部分を除去した光ファイバ素線１１を、機能性因子１３を含む液状の第１クラ
ッド部分１１２ａの形成材料に浸漬して引き上げることによりクラッド１１２の除去部分
１１２ａ”に形成材料を付着させ、ダイス等を通して余分な形成材料を除去した後、加熱
或いは光を照射してクラッド１１２の除去部分１１２ａ”に付着した形成材料を硬化させ
る加工等が挙げられる。
【００３２】
　なお、実施形態２に係る光ファイバ１０は、図７に示すように、所定長の部分に、コア
１１１の外周の周方向の一部分を被覆するように形成された第１クラッド部分１１２ａが
設けられた構成であってもよい。
【００３３】
　また、実施形態２に係る光ファイバ１０は、図８Ａに示すように、第１クラッド部分１
１２ａがコア１１１の外周の周方向の半周未満の部分を被覆するように形成されていても
よい。実施形態２に係る光ファイバ１０は、図８Ｂに示すように、第１クラッド部分１１
２ａがコア１１１の外周の周方向の半周よりも多い部分を被覆するように形成されていて
もよい。この第１クラッド部分１１２ａによるコア１１１の被覆量の設定により、側面発
光の放射方向を制御することができ、また、光路の遮蔽を抑制して側面発光の高効率化を
図ることができる。さらに加えて、実施形態２に係る光ファイバ１０は、図８Ｃに示すよ
うに、複数の第１クラッド部分１１２ａが周方向に沿って間隔をおいて設けられていても
よい。
【００３４】
　その他の構成は実施形態１と同一である。
【００３５】
　（実施形態３）
　図９Ａ及びＢは、実施形態３に係る光ファイバ１０を示す。なお、実施形態１と同一構
成及び名称の部分は、実施形態１と同一符号を用いて示す。
【００３６】
　実施形態３に係る光ファイバ１０は、光ファイバ素線１１と被覆層１２とを備える。実
施形態３に係る光ファイバ１０は、接合部を有さない連続ファイバである。被覆層１２は
、コア１１１の外側を覆うように設けられた側面発光機能層を構成する。被覆層１２は、
側面発光のための機能性因子１３を含む第１被覆層部分１２ａと、第１被覆層部分１２ａ
が含む機能性因子１３を含まない第２被覆層部分１２ｂとを有する。
【００３７】
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　以上の構成を有する実施形態３に係る光ファイバ１０によれば、コア１１１の外側を覆
うように設けられた側面発光機能層を構成する被覆層１２が、側面発光のための機能性因
子１３を含む第１被覆層部分１２ａと、それを含まない第２被覆層部分１２ｂとを有する
ので、第１被覆層部分１２ａの側面発光位置を自在に設定することができ、そのため多様
な用途に対応することができる。
【００３８】
　ここで、被覆層１２の第１被覆層部分１２ａは、光ファイバ素線１１の全周を被覆する
円筒部分を構成しているとともに、長さ方向に間隔をおいて複数設けられている。被覆層
１２の第２被覆層部分１２ｂは、第１被覆層部分１２ａ以外の部分を構成している。した
がって、被覆層１２における第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂは、長さ方向に交互
に相互に隣接して配設されている。第１被覆層部分１２ａの長さは、例えば０．１ｍｍ以
上１０００００ｍｍ以下であり、また、第１被覆層部分１２ａ間の間隔、つまり、第２被
覆層部分１２ｂの長さは、例えば０．１ｍｍ以上１０００００ｍｍ以下である。なお、第
１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂの長さは、目的により適宜設計されるので、その最
大値は上記に限定されるものではない。また、この構造は、第１被覆層部分１２ａの長さ
及び間隔がそれぞれ均一である周期的構造であっても、第１被覆層部分１２ａの長さ及び
間隔のうちの少なくとも一方が不均一である非周期的構造であっても、どちらでもよい。
【００３９】
　被覆層１２の第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂの形成材料としては、例えば、シ
リコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂などのポリマー材料が
挙げられる。第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂは、同一のポリマー材料で形成され
ていても、異なるポリマー材料で形成されていても、どちらでもよい。被覆層１２の断面
外郭形状は、通常は円形であり、その直径、つまり、光ファイバ１０の外径は、例えば２
００μｍ以上３００００μｍ以下である。
【００４０】
　第１被覆層部分１２ａが含む機能性因子１３としては、実施形態１と同様の光散乱因子
、発光因子、蓄光因子が挙げられる。第１被覆層部分１２ａは、それらのうちの１種又は
２種以上を含むことが好ましい。つまり、第１被覆層部分１２ａは、１種又は２種以上の
光散乱因子、１種又は２種以上の発光因子、及び１種又は２種以上の蓄光因子のうちの少
なくとも１つを含むことが好ましい。
【００４１】
　実施形態３に係る光ファイバ１０において、コア１１１の入力端に光を入力すると、そ
の光は、長さ方向に沿って伝送されると共に、コア１１１からクラッド１１２に抜け、更
にクラッド１１２から被覆層１２へ抜け、被覆層１２の第１被覆層部分１２ａにおいて、
機能性因子１３と反応し、そして、それにより側面発光が得られる。すなわち、光ファイ
バ素線１１からの光が光散乱因子で散乱し、その散乱光が側面発光として得られる。また
、光ファイバ素線１１からの光によって発光因子が励起状態とされ、それが基底状態に戻
る際に放出される光が側面発光として得られる。さらに、光ファイバ素線１１からの光を
蓄光因子が蓄え、それを放出する燐光が側面発光として得られる。なお、コア１１１から
クラッド１１２に抜け、更にクラッド１１２から被覆層１２へ抜ける光の量は、それらの
形成材料の屈折率で制御することができる。
【００４２】
　第２被覆層部分１２ｂは、第１被覆層部分１２ａが含む機能性因子１３とは異なる側面
発光のための機能性因子を含む構成であってもよい。例えば、第１被覆層部分１２ａが光
散乱因子又は発光因子を含み、且つ第２被覆層部分１２ｂが蓄光因子を含んでいてもよい
。この場合、コア１１１に光を入力したときには、第１被覆層部分１２ａからの散乱光又
は発光、及び第２被覆層部分１２ｂからの燐光が側面発光として得られる一方、コア１１
１への光の入力を遮断したときには、第１被覆層部分１２ａからの側面発光は停止される
ものの、第２被覆層部分１２ｂからの燐光による側面発光だけが一定時間継続して得られ
る。また、第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂを発光させるエネルギーは、コア１１
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１から同時並列に供給されるため、遅延無く、高効率な並列発光動作が可能である。なお
、被覆層１２は、第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂが含むのとは更に異なる側面発
光のための機能性因子を含む第３被覆層部分を有していてもよい。
【００４３】
　一方、第２被覆層部分１２ｂは、第１被覆層部分１２ａが含む機能性因子１３を含むあ
らゆる側面発光のための機能性因子を含まない構成であってもよい。光ファイバの全長に
渡って機能性因子を含ませた場合、光ファイバの入力端から側面発光させたい部分までの
伝送距離が長いと、その部分に達するまでに伝送光のパワーが低下するため、使用可能な
光ファイバの長さに制約が生じる。しかしながら、このように第２被覆層部分１２ｂがあ
らゆる側面発光のための機能性因子を含んでいなければ、光ファイバ１０の入力端から側
面発光させたい第１被覆層部分１２ａまでの伝送距離が長くても、機能性因子を含まない
第２被覆層部分１２ｂにおける伝送光のパワーの低下を抑制することができ、したがって
、使用可能な光ファイバ１０の長さの制約を解消することができる。
【００４４】
　実施形態３に係る光ファイバ１０は、例えば、図１０に示すように、光ファイバ１０の
外周に、周方向に全周に渡って延びるコの字溝１２ａ’を、長さ方向に間隔をおいて複数
形成した後、それらのコの字溝１２ａ’に第１被覆層部分１２ａの形成材料を埋め込むこ
とにより製造することができる。光ファイバ１０へのコの字溝１２ａ’の形成加工方法と
しては、例えば、レーザアブレーション加工、機械加工、エッチング加工等が挙げられる
。また、コの字溝１２ａ’への第１被覆層部分１２ａの形成材料の埋め込み加工としては
、例えば、コの字溝１２ａ’を形成した光ファイバ１０を、機能性因子１３を含む液状の
第１被覆層部分１２ａの形成材料に浸漬して引き上げることによりコの字溝１２ａ’に形
成材料を充填し、ダイス等を通して余分な形成材料を除去した後、加熱或いは光を照射し
てコの字溝１２ａ’に充填した形成材料を硬化させる加工等が挙げられる。
【００４５】
　なお、実施形態３に係る光ファイバ１０は、図１１に示すように、所定長の単一の第１
被覆層部分１２ａが設けられた構成であってもよい。
【００４６】
　その他の構成は実施形態１と同一である。
【００４７】
　（実施形態４）
　図１２は、実施形態４に係る光ファイバ１０を示す。なお、実施形態１と同一構成及び
名称の部分は、実施形態１と同一符号を用いて示す。
【００４８】
　実施形態４に係る光ファイバ１０では、被覆層１２の機能性因子１３を含む第１被覆層
部分１２ａが、光ファイバ素線１１の外周の周方向の一部分（図１２では半周部分）を被
覆するように形成されているとともに、全長に渡って設けられている。被覆層１２の第２
被覆層部分１２ｂは、第１被覆層部分１２ａ以外の部分を構成している。したがって、被
覆層１２における第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂは、周方向に隣接して配設され
ている。
【００４９】
　以上の構成を有する実施形態４に係る光ファイバ１０によれば、コア１１１の外側を覆
うように設けられた側面発光機能層を構成する被覆層１２が、側面発光のための機能性因
子１３を含む第１被覆層部分１２ａと、それを含まない第２被覆層部分１２ｂとを有する
ので、第１被覆層部分１２ａの側面発光位置を自在に設定することができ、そのため多様
な用途に対応することができる。
【００５０】
　実施形態４に係る光ファイバ１０は、例えば、図１３に示すように、光ファイバ１０に
おける被覆層１２の周方向の一部分を除去した後、その被覆層１２の除去部分１２ａ”に
第１クラッド部分１１２ａの形成材料を設けることにより製造することができる。被覆層
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１２の除去加工方法としては、例えば、レーザアブレーション加工、機械加工、エッチン
グ加工等が挙げられる。また、被覆層１２の除去部分１２ａ”に第１被覆層部分１２ａの
形成材料を設ける加工としては、例えば、被覆層１２の一部分を除去した光ファイバ１０
を、機能性因子１３を含む液状の第１被覆層部分１２ａの形成材料に浸漬して引き上げる
ことにより被覆層１２の除去部分１２ａ”に形成材料を付着させ、ダイス等を通して余分
な形成材料を除去した後、加熱或いは光を照射して被覆層１２の除去部分１２ａ”に付着
した形成材料を硬化させる加工等が挙げられる。
【００５１】
　なお、実施形態４に係る光ファイバ１０は、図１４に示すように、所定長の部分に、光
ファイバ素線１１の外周の周方向の一部分を被覆するように形成された第１被覆層部分１
２ａが設けられた構成であってもよい。
【００５２】
　また、実施形態４に係る光ファイバ１０は、図１５Ａに示すように、第１被覆層部分１
２ａが光ファイバ１１の外周の周方向の半周未満の部分を被覆するように形成されていて
もよい。実施形態４に係る光ファイバ１０は、図１５Ｂに示すように、第１被覆層部分１
２ａが光ファイバ素線１１の外周の周方向の半周よりも多い部分を被覆するように形成さ
れていてもよい。この第１被覆層部分１２ａによる光ファイバ１１の被覆量の設定により
、側面発光の放射方向を制御することができ、また、光路の遮蔽を抑制して側面発光の高
効率化を図ることができる。さらに加えて、実施形態４に係る光ファイバ１０は、図１５
Ｃに示すように、複数の第１被覆層部分１２ａが周方向に沿って間隔をおいて設けられて
いてもよい。
【００５３】
　その他の構成は実施形態１及び３と同一である。
【００５４】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態１及び２では、クラッド１１２に第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１
１２ｂが設けられた構成とし、上記実施形態３及び４では、被覆層１２に第１及び第２被
覆層部分１２ａ，１２ｂが設けられた構成としたが、これらの組み合わせ、つまり、クラ
ッド１１２に第１及び第２クラッド部分１１２ａ，１１２ｂが設けられ、且つ被覆層１２
に第１及び第２被覆層部分１２ａ，１２ｂが設けられた構成であってもよい。
【００５５】
　具体的には、図１６Ａ及びＢに示すように、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２
ａと被覆層１２の第１被覆層部分１２ａとが重複するように設けられていてもよい。この
場合、例えば、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａ及び被覆層１２の第１被覆層
部分１２ａに機能性因子１３として光散乱因子を含めれば、光ファイバ素線１１のコア１
１１からの光をクラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａで散乱させ、それを同じ領域
の被覆層１２の第１被覆層部分１２ａで散乱させることができるので、散乱光による側面
発光を効率よく得ることができる。また、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａに
機能性因子１３として光散乱因子を含め且つ被覆層１２の第１被覆層部分１２ａに機能性
因子１３として発光因子又は蓄光因子を含めれば、光ファイバ素線１１のコア１１１から
の光をクラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａで散乱させ、その散乱光が同じ領域の
被覆層１２の第１被覆層部分１２ａに届いて発光又は燐光が助長されるので、発光又は燐
光による側面発光を効率よく得ることができる。
【００５６】
　また、図１７Ａ及びＢに示すように、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａと被
覆層１２の第１被覆層部分１２ａとがずれるように設けられていてもよい。この場合、例
えば、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａに機能性因子１３として光散乱因子を
含め且つ被覆層１２の第１被覆層部分１２ａに機能性因子１３として発光因子又は蓄光因
子を含めれば、或いは、クラッド１１２の第１クラッド部分１１２ａに機能性因子１３と
して発光因子又は蓄光因子を含め且つ被覆層１２の第１被覆層部分１２ａに機能性因子１
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それぞれの側面発光を効率よく得ることができる。
【００５７】
　上記実施形態１及び２では、光ファイバ素線１１のクラッド１１２で側面発光機能層を
構成したが、特にこれに限定されるものではなく、例えば、クラッドの外側を更に覆うよ
うに設けられたサポート層で側面発光機能層を構成してもよい。
【００５８】
　上記実施形態３及び４では、単一層の被覆層１２に第１及び第２被覆層部分１２ａ，１
２ｂを設けた構成としたが、特にこれに限定されるものではなく、例えば、複数層で構成
された被覆層のうちのいずれかの層に第１及び第２被覆層部分を設けた構成であってもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、光ファイバの技術分野について有用である。
【符号の説明】
【００６０】
１０　光ファイバ
１１　光ファイバ素線
１１１　コア
１１２　クラッド（側面発光機能層）
１１２ａ　第１クラッド部分
１１２ａ’１２ａ’　コの字溝
１１２ａ”，１２ａ”　除去部分
１１２ｂ　第２クラッド部分
１２　被覆層（側面発光機能層）
１２ａ　第１被覆層部分（第１機能層部分）
１２ｂ　第２被覆層部分（第２機能層部分）
１３　機能性因子
１４　光反射性材料
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